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０：００ ～ 当面の間

総重量２５ｔを超える
車両の通行規制

国土交通省 高田河川国道事務所

◎お問い合わせ先

３． 規制箇所

規 制 内 容

重量規制（総重量２５ｔを超える車両。）

通行規制時間

平成２２年２月１日（月）

終 日

２． 規制内容

規 制 日 時

国道１８号 妙高大橋 重量規制のお知らせ

橋梁補修に伴い、重量規制を行いますのでご注意下さい。

記
１． 規制場所 新潟県妙高市関山～同市坂口新田 地先
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